
令和６年度第２回匝瑳警察署協議会

１ 開催日

令和６年９月２６日（木曜日）

２ 開催場所

匝瑳警察署

３ 出席者

・協議会委員 ５人 ・警察署 １０人

４ 業務報告

（１）令和６年７月末現在の管内の治安情勢等について

（２）「頼れる、誇れる、思いやりのある千葉県警察」の確立に向けた取組みについて

５ 警察署からの諮問事項

なし

６ 委員からの要望・意見等

（１）【要望】電話 de 詐欺被害を管内所在の金融機関職員が未然に防止したと目にしてい

るが、今後も関係機関と連携するなど実効性のある対策を願いたい。

【回答】当署においては、匝瑳警察署管内金融機関防犯協会に管内全ての金融機関

が加盟しており、年金支給日等におけるＡＴＭ警戒のほか、各種キャンペー

ンや訓練に協力いただいております。

金融機関は、未然防止の「最後の砦」であることから、引き続き、連携を

強化して電話 de詐欺等の被害防止に努めてまいります。

（２）【要望】先日、海岸清掃を行った際、缶やペットボトル等のゴミのほか、扇風機や

ゴルフバッグ等の不法に投棄されたものもあった。

【回答】匝瑳市では、海岸や山間部などの人目に触れにくい場所に不法投棄される

ことがありますので、当署としては、パトカーや移動交番車などのレッド走

行による「見せる・知らせる」警戒活動に加え、駐在所員等が巡回連絡を通

じて、所有する庭や空き地などに廃棄物を放置したままにしないよう広報を

実施するなど、不法投棄しづらい環境づくりに努めるとともに、投棄者が判

明した場合は積極的に事件化を図るなど適切に対応してまいります。

（３）【意見】市内所在の店舗前で、常に不特定の駐車車両があり、通行の妨げになって

いる場所がある。

駐車車両は荷下ろし等の作業中と認められる状況にもないので、状況確認

と指導を願いたい。



【回答】指摘のあった店舗前の道路を確認したところ、路上駐車している車両を確

認したため、店舗側に路上駐車しないよう警告すると共に、店舗利用客にも

注意を促すよう指導しました。

今後も当該箇所の巡回を行うこととします。

（４）【意見】市内野手地先に所在する見通しの悪い交差点に、信号機かミラー設置の検

討を願いたい。

【回答】当該交差点を確認した結果、警察庁の示す「信号機の設置指針」の条件を

満たさないため、現時点での信号機設置は困難と認める一方、同所は車道幅

員の広い交差点であり、注意喚起標識や標示が多数設けられるなど、一定の

安全対策がなされていました。

また、カーブミラーの設置要望については、道路管理者である海匝土木事

務所に情報提供しております。

（５）【要望】最近、工事中であった道路が次々と開通して便利になった反面、大きな事

故が起きないか心配であり、巡回等してほしい。

【回答】新設道路については設計段階から道路管理者と協議を重ね、必要な安全対

策を講じているところであるが、今後も警らや交通取締りを推進してまいり

ます。

なお、最近開通した道路では現時点まで人身事故の発生はありません。

（６）【令和６年度第１回匝瑳警察署協議会】における回答事項の訂正

【要望】空き家を狙った事件が増えていると聞きました。

私の地区も空き家が増えて心配です。警戒活動をさらに強化していただき、

抑止に繋げて欲しいと思います。

【回答の訂正内容】

市役所が空き屋の所有者に対して納税通知を送付する際、防犯チラシの同

封を依頼するなどの抑止対策を講じておりましたが、現在は、諸般の事情に

より同封しておりません。

なお、当署としては、各種取扱いにおいて所有者が判明しなかったり、所

有者と連絡がとれない空き屋を把握した場合には、匝瑳市への情報提供を行

うなど行政との連携を図ってまいります。


